
         

 

 

各建設現場 2 項目重点労働災害防止運動 大分労働局 

大分労働局及び各労働基準監督署では、自主的な安全衛生管理をより一層推進し、

安全な職場環境を形成するため、各建設現場２項目重点労働災害防止運動を平成 28

年から実施しています。 

今般、DX 化の流れから、Web サイトの専用ページから取組宣言提出表を送信して提出

する方法へと変更しましたので、お知らせいたします。 

①大分労働局のWeb サイトから建設現場２項目のページを開き、取組宣言提出の専用

ページにアクセスします。 

今後の取組宣言提出表の提出方法（令和５年11月より運用※１） 

②現場所在地を管轄する監督署名を

クリックし、入力ページへ移動します。 

③入力ページで必要項目を入力し、

送信ボタンをクリックして完了です。 

２項目重点労働災害防止運動  

掲載ページはこちら 

取組宣言提出表ペー

ジをクリックします。 

インターネットで検索する場合は 

例えば大分署を 

クリックすると・・・ 

大分署専用の 

ページが開きます。 

※１ 令和 5 年 12 月末までは、FAX による

提出も受け付けます。 


